
海老名市教育委員会

（令和８年 ２月 定例会議事日程）

日時 令和８年２月１９日（木）

午後３時３０分から

場所 えびなこどもセンター ２階 ２０１会議室

【教育長報告】

【報告事項】

１ 報告第 ３ 号

２ 報告第 ４ 号

３ 報告第 ５ 号

【審議事項】

４ 議案第 ４ 号

５ 議案第 ５ 号

６ 議案第 ６ 号

７ 議案第 ７ 号

８ 議案第 ８ 号

【審議事項（非公開予定）】

９ 議案第 ９ 号

　日程第 令和８年度（令和７年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施
方針及び評価対象について

　日程第 令和８年度海老名市一般会計予算のうち教育に関する部分に係る
意見の申出について

　日程第 市費非常勤講師の配置について

　日程第 第３期海老名市社会教育計画の策定について

　日程第 海老名市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正
について

　日程第 海老名市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施
計画の策定について

　日程第 条例の一部改正に係る意見の申出について（海老名市学校給食費
に関する条例）

　日程第 令和７年度海老名市一般会計補正予算（第12号）のうち教育に関
する部分に係る意見の申出について

　日程第 海老名市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正について



報告第 ３ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名市学校給食費に関する条例の一部改正に係る意見の申出について、急施を

要したことから臨時に代理し、行ったことを報告するため

条例の一部改正に係る意見の申出について（海老名市学校給食費に関

する条例）

条例の一部改正に係る意見の申出について、海老名市教育委員会教育長に対する

事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第１項の規定により

臨時に代理し行ったので、同条第２項の規定により報告する。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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条例の一部改正に係る意見の申出について 

 

 

 

１ 概 要  
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、海老名市

長から意見を求められたため、異論なしとして申出をした。 

 

２ 教育長の臨時代理 

２月12日付けで市長から意見を求められたが、本件は令和８年第１回海老名

市議会定例会に上程するものであり、その対応に急施を要したことから、海老

名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規

定に基づき、教育長が臨時に代理し、申出をした。 

 

３ 意見を求められた議会の議決を経るべき案件 

海老名市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例 
 

４ 海老名市長からの文書 

  別添のとおり 

 
５ 教育委員会からの申出文書 

  別添のとおり 

 
６ スケジュール 

  令和８年２月24日  令和８年第１回海老名市議会定例会 上程予定 

 
７ 根拠法令（抜粋） 

 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に

係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経る

べき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかな

ければならない。 

令和８年２月1 9日 

定例教育委員会資料 

教育総務課総務係 
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報告第 ４ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　令和７年度海老名市一般会計補正予算（第12号）のうち教育に関する部分に係る
意見の申出について、急施を要したことから臨時に代理し、行ったことを報告する
ため

令和７年度海老名市一般会計補正予算（第12号）のうち教育に関する

部分に係る意見の申出について

令和７年度海老名市一般会計補正予算（第12号）のうち教育に関する部分に係る
意見の申出について、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規
則（昭和49年教委規則第２号）第３条第１項の規定により臨時に代理し行ったの
で、同条第２項の規定により報告する。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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令和７年度海老名市一般会計補正予算（第12号）のうち教育に関する 

部分に係る意見の申出について 

 

 

１ 概 要 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、海老名市長か

ら意見を求められたため、異論なしとして申出を行った。 

 

２ 教育長の臨時代理 

２月13日付けで市長から意見を求められたが、本件は令和８年第１回海老名市議

会定例会に上程したものであり、その対応に急施を要したことから、海老名市教育

委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、教

育長が臨時に代理し、申出を行った。 

 

３ 意見を求められた議会の議決を経るべき案件 

令和７年度海老名市一般会計補正予算（第12号）のうち教育に関する部分 

 

４ 海老名市長からの文書 

  別添のとおり 

 

５ 教育委員会からの申出文書 

  別添のとおり 

 

６ 根拠法令（抜粋） 

 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部

分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議

案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

令和８年２月1 9日 

定例教育委員会資料 

教育総務課総務係 
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報告第 ５ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　令和８年度海老名市一般会計予算のうち教育に関する部分に係る意見の申出につ

いて、急施を要したことから臨時に代理し、行ったことを報告するため

令和８年度海老名市一般会計予算のうち教育に関する部分に係る意見

の申出について

令和８年度海老名市一般会計予算のうち教育に関する部分に係る意見について、
海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則
第２号）第３条第１項の規定により臨時に代理し行ったので、同条第２項の規定に
より報告する。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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令和８年度海老名市一般会計予算のうち教育に関する部分に係る意見の 

申出について 

 

 

１ 概 要 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、海老名市長か

ら意見を求められたため、異論なしとして申出を行った。 

 

２ 教育長の臨時代理 

２月12日付けで市長から意見を求められたが、本件は令和８年第１回海老名市議

会定例会に上程するものであり、その対応に急施を要したことから、海老名市教育

委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、教

育長が臨時に代理し、申出をした。 

 

３ 意見を求められた議会の議決を経るべき案件 

令和８年度海老名市一般会計予算のうち教育に関する部分 

 

４ 海老名市長からの文書 

  別添のとおり 

 

５ 教育委員会からの申出文書 

  別添のとおり 

 

６ 根拠法令（抜粋） 

 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部

分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議

案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

令和８年２月19日 

定例教育委員会資料 

教育総務課総務係 
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議案第 ４ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　令和８年度（令和７年度対象）教育委員会事務の点検・評価を実施するにあた

り、実施方針及び評価対象を定めたいため

令和８年度（令和７年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針

及び評価対象について

令和８年度（令和７年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針及び評価対

象について、議決を求める。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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令和８年度（令和７年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針 

及び評価対象について 

 

 

１ 趣 旨 

  令和８年度（令和７年度対象）教育委員会事務の点検・評価を実施するにあた

り、実施方針及び評価対象を決定したい。 

 

２ 実施方針案 

  別紙のとおり 

 

３ 評価対象事業 

  昨年度と同様、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定によ

り策定した「海老名市教育大綱」に掲げられている、教育施策の５つの柱として

位置付けた２１事業を点検・評価対象としたい。 

  なお、点検・評価を行う事業の目的及び内容については、その進捗状況等に応じ

て適宜見直しを図ることとする。 

   

海老名市教育大綱 

  海老名市の教育、学術及び文化芸術に関する総合的な施策の大綱 

 

４ 点検・評価の方法 

評価対象となる取組を担当課が自己評価し、外部評価者による評価（知見の活

用）を経て、教育委員会が総合的に点検・評価する。 

 

 

 

 

 

令和８年２月19日 
定例教育委員会資料 
教育総務課総務係 
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５ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第一項に規定する基本的な方針

を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振

興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとす

る。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又

は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定によ

り事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。 
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令和８年度（令和７年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針 

 

 令和８年度（令和７年度対象）の点検・評価を行うにあたり、次のとおり実施するもの

とする。 

 

１ 目 的 

  教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的な教育行政の推

進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていく。 

 

２ 評価対象とする施策・事業について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定により策定した「海老名

市教育大綱」に掲げられている、教育施策の５つの柱として位置付けた２１事業を点

検・評価対象としたい。 

なお、点検・評価を行う事業の目的及び内容については、その進捗状況等に応じて適

宜見直しを図ることとする。 

 

３ 点検・評価方法について 

  ＰＤＣＡサイクルに則り、評価対象の事業についての目的・計画（＝ＰＬＡＮ）に対

する実績（＝ＤＯ）を比較し、担当課評価を行う。 

外部評価者から施策及び主な事業に対する意見を聴取し、これを取りまとめる。 

教育委員会は、担当課評価と外部評価者の意見を踏まえ、総合的に点検・評価を行う。

（＝ＣＨＥＣＫ） 

教育委員会による総合的な評価を踏まえ、改善事項を記載し、次年度の取組に反映さ

せる。（＝ＡＣＴ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業の評価について 

各事業について、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」の３段階での評価を行い、あわせて、課題や今

後の方向性を踏まえた上で、コメントを記載します。 

更に、進捗状況についても評価を行い、次年度への取組について拡大・継続・縮小

等により方向性を示します。 

また、それらを踏まえた上で、教育委員会としての総合的な評価を記載します。 

 

なお、３段階の評価の目安は以下のとおりです。 

  Ａ ・・・ 目的・計画を上回る成果が表れている。 

  Ｂ ・・・ 目的・計画どおりの成果が表れている。 

  Ｃ ・・・ 目的・計画した成果が表れていない。 
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４ 外部知見の活用 

  「えびなっ子しあわせ懇談会委員」に依頼する。 

 

５ 議会への提出及び市民への公表 

  第３回定例会（９月）への提出を予定。その後、市ホームページにて公表する。 

 

６ スケジュール（予定） 

  ２月19日       方針及び対象事業の決定（教育委員会定例会） 

４月下旬       担当課評価の作成・取りまとめ 

４月下旬～６月下旬  外部知見の活用（えびなっ子しあわせ懇談会） 

７月中旬       教育委員会の評価 

８月中旬       報告書の決定（教育委員会定例会） 

  ９月７日       政策会議 報告 

９月29日       最高経営会議 報告 

９月30日       市議会本会議で報告（議場配布） 

 

 

 

 ※参考 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 
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各種教育計画（イメージ図） 
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教育施策の
５つの柱

事業名 事業概要 担当課
えびな未来創造プラン2020
での位置付け（めざす姿）

①新たな学校の枠組みづくりの推進

学校経営の在り方と
主体的な予算編成の
検討

　学校教育目標を軸に、地域に根差した特色ある学校
づくりを目指し、海老名のこどもの豊かな「学び」と
「育ち」を保障するために、各校の校長の裁量権を拡
大し、効果的な学校予算編成を行うとともに、持続可
能な枠組みの在り方を研究します。

教育支援課

⑦　「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」が
充実し、子どもの豊かな「学び」
「育ち」が図られています。

学校のＤＸ化の促進

　校務のIT化をさらに進めるとともに、こどもひとり
ひとりに合った教育や指導を行うために、学校教育活
動のあらゆる場面で１人１台端末の活用を進めます。
授業ではデジタル教材やMEXCBTを使い、個人に合わせ
た学習や協働的な学びに活用します。また、保護者へ
のメールサービス「SumaMachi」を活用し、学校の
様々な連絡事項や不審者情報などを即時提供します。

就学支援課
教育支援課

⑦　「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」が
充実し、子どもの豊かな「学び」
「育ち」が図られています。

「幼保小の架け橋プ
ログラム」の実践

　小学校、幼稚園、保育園等が連携し、架け橋期（５
歳児から小学校１年生の２年間）のひとりひとりの多
様性に配慮した上で全てのこどもに学びや生活の基盤
を育むことを目指し、スタートカリキュラムを全小学
校で研究・推進していきます。

教育支援課

⑦　「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」が
充実し、子どもの豊かな「学び」
「育ち」が図られています。

新たな部活動の在り
方への移行

　持続可能な部活動のあり方と生徒の部活動の充実の
観点から、学校や地域の実態に応じて、各団体・保護
者・民間事業者等の協力のもと、学校と地域が協働・
融合した形での地域における部活動環境整備を進めま
す。

教育支援課

⑦　「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」が
充実し、子どもの豊かな「学び」
「育ち」が図られています。

②包摂性の高い教育的・社会的支援の推進

フルインクルーシブ
教育の推進

　個別の教育支援計画の作成等を通じた教育的ニーズ
の適切な把握をもとに、すべてのこどもたちひとりひ
とりの多様性に対応した、学びやすい環境、わかりや
すい授業、安全で安心できる居場所を目指します。

教育支援課

⑧　支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生活
が送れるよう、支援体制の整備・
充実が図られています。

不登校支援体制の充
実

　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーの活用推進や、校内別室支援体制の充実等による
不登校の未然防止を図ります。また、不登校のこども
たちが安心して過ごすことができる多様な学びの場の
拡充を官民協働で進めていきます。

教育支援課

⑧　支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生活
が送れるよう、支援体制の整備・
充実が図られています。

スクールライフサ
ポートの充実

　経済的な理由で就学困難な家庭に対し、学用品費や
給食費、校外活動費、修学旅行費など、学校生活に必
要な費用の一部を援助し、保護者の経済的負担の軽減
を図ります。

就学支援課

⑧　支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生活
が送れるよう、支援体制の整備・
充実が図られています。

ライフ・スタディサ
ポートの推進

　生活困窮世帯に属する中学生に対し、学習支援や生
活支援、進学に関する支援を実施することで、こども
の高等学校等への進学や社会的自立を促し、貧困の連
鎖を防止します。

学び支援課

２－３　地域福祉の充実
⑤　生活困窮者自立支援の取り組
みにより、セーフティネットの充
実が図られています。

③「えびなっこしあわせプラン」の推進

授業改善の実践

「主体的・対話的で深い学び」を追求するために、
市内教員がその視点からの学習過程を見直し、小中接
続の観点からも、ともに授業を工夫・改善していく取
組を推進します。また、個別最適な学びと協働的な学
びを実現するために、１人１台端末の各教科等の指導
における効果的な活用方法等について研究します。

教育支援課

⑤　教職員の主体的な研究活動を
支援するとともに、教職員に対す
る効果的な研修を実施することに
より、教育指導・支援の充実が図
れています。

教育支援体制の充実

すべてのこどもを対象とした教育支援体制の構築に
ついての研究・協議を進めてまいります。また、個別
の教育支援計画シートの有効活用、不登校のこどもた
ちへの多様な学習支援、いじめ問題への具体的な対応
策の拡充等について研究してまいります。

教育支援課

⑧　支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生活
が送れるよう、支援体制の整備・
充実が図られています。

みんなで取組む学校
づくりの推進

　「特色ある教育活動」実践に向けたカリキュラムマ
ネジメントを展開できるようにするため、「教育課程
編成」「地域との連携協働」等について研究し、具体
的な取組につなげてまいります。

教育支援課

⑦　「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」が
充実し、子どもの豊かな「学び」
「育ち」が図られています。

海老名市教育大綱　５つの柱に掲げる21事業
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教育施策の
５つの柱

事業名 事業概要 担当課
えびな未来創造プラン2020
での位置付け（めざす姿）

④こどもと大人がともに学ぶ機会の充実

こども・学校支援事
業の実践

えびなっ子スクールやあそびっ子クラブ等の実施を
通して、学校と地域の連携を図り、地域ぐるみでこど
もたちのしあわせを育みます。また、学校応援団が地
域の力を引き出すことで、こどもたちと地域が共に成
長できる社会を目指します。

学び支援課

⑦　「小学校・中学校のつなが
り」「地域・学校のつながり」が
充実し、子どもの豊かな「学び」
「育ち」が図られています。

若者の活躍と市民活
動への参加促進

次世代の担い手である中・高校生や大学生を中心に
自分たちがやりたいこと、住みたいまちの実現に向け
た探究活動の場の提供や、地域及び学校の事業に次世
代のメンターとして関わりを持つことで、若者の活躍
と市民活動への参加促進を目指します。

学び支援課

⑪　子どもたちの社会教育活動の
充実を図るため、補助支援を継続
しつつ、自発的な活動を支援して
います。

社会教育計画の再構
築

社会教育関係団体の連携や地域での社会教育活動の
充実、学習機会の充実を図ることにより、地域の大人
がこどもたちへの関わりを通してより強いつながりを
もち、こどもと大人がともに育つ社会の構築を目指し
ます。

学び支援課

⑪　子どもたちの社会教育活動の
充実を図るため、補助支援を継続
しつつ、自発的な活動を支援して
います。

特色ある図書館運営
の推進

中央図書館は「新しい学びが見つかる空間」とし
て、有馬図書館及び門沢橋コミュニティセンターは
「学びとコミュニティの空間」として、それぞれの立
地条件や地域の特性を生かした運営を行うことで、
様々な人々が集う知の拠点を目指します。

学び支援課
⑩　図書館は、子どもから大人ま
で、多くの市民が集う「学び」と
「育ち」が図られています。

文化財の保護と積極
的な活用

市内に存する文化財のうち重要なものについて、市
指定重要文化財や市登録文化財として保存を進め、次
世代に引き継ぎます。また、国史跡相模国分寺跡・尼
寺跡の公有地化を行い、保存活用を進めます。歴史資
料等のデジタル化や「相模国分寺跡あそびのひろば」
の開催など、積極的に文化財を活用し、市内外に海老
名の歴史文化財を伝えます。

教育総務課

⑮　温故館や相模国分寺跡など
は、海老名駅北口などからのアク
セス向上や、内容の充実により、
海老名の歴史・文化財の情報発信
拠点となっています。
⑯　誰もがいつでも必要な資料を
閲覧できるように、歴史資料のデ
ジタル化や積極的な公開を継続し
ています。

⑤新たな学校施設への取組と子育て環境の充実

積極的な学校再編計
画の推進

「持続可能」でこどもたちにとって「夢」のある学
校の実現に向けた施設整備を進めるため、児童生徒の
人口推計を的確にとらえながら、新築、統合及び一貫
校化を含めた積極的な学校再編の方向性を、海老名市
学校施設再整備計画の見直しにあわせて、再整備計画
に反映します。

教育総務課

①　学校施設の再整備などを通
じ、子どもたちが安全で快適な学
校で学習できるような教育環境の
維持向上が図られています。

健康・安全安心のた
めの環境整備

老朽化した樹木の伐採及び剪定、校舎及び屋内運動
場のＬＥＤ化、庁内他課との連携による健康管理デー
タの活用、青色パトロール車による巡回パトロール等
を通して、こどもがいきいきと学べる学習環境・のび
のびと生活できる生活環境を整備します。

教育総務課
就学支援課

①　学校施設の再整備などを通
じ、子どもたちが安全で快適な学
校で学習できるような教育環境の
維持向上が図られています。
⑧　支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生活
が送れるよう、支援体制の整備・
充実が図られています。

魅力ある学校給食の
実現

学校給食献立コンテストの優秀作品の献立化等、こ
どもたちが食べたいと思う、魅力的かつ安全安心な給
食の提供に努め、海老名のこどもたちひとりひとりの
「おいしい笑顔」の実現を目指します。

就学支援課
③　地産地消で安全安心かつ、栄
養バランスのとれた美味しい給食
が提供されています。

保護者負担経費軽減
策の充実

　使用頻度の低い彫刻刀や柔道着の購入費や小中学校
全学年の教材費の公費負担、中学校ジャージのコンペ
ティション等を行うなど、「海老名市保護者負担経費
の在り方についての方針」に基づく、保護者負担経費
の更なる適正化を図ります。

就学支援課
教育支援課

⑧　支援を必要とする児童生徒
が、安心して、充実した学校生活
が送れるよう、支援体制の整備・
充実が図られています。

放課後児童クラブの
充実

学童保育クラブの「質」及び「定員」の充実を図る
ことで、こどもたちに安全に放課後を過ごすことがで
きる場を提供し、保護者が安心してこどもをあずける
ことができる環境を整備します。

学び支援課

⑬　学童保育のニーズは、今後も
増加が見込まれるため、受け入れ
先の確保ができるよう支援を行っ
ています。
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議案第 ５ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　小学校における入学式の決定方法及び夏季休業期間の変更等を行いたいため

海老名市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正につ

いて

海老名市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正について、議決

を求める。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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海老名市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

 

 標記規則について、次のとおり所要の改正を行う。 

 

１ 改正内容 

 (１) 第３条第１項第４号 

    学年始休業については４月１日から４月４日までと定め、その翌日を入学式及

び始業式としている。さらに海老名市立小学校の入学式は始業式の翌日に実施す

ることを企図して現行のとおり定めているが、現在の規則では４月４日が金曜日

の場合は入学式と始業式が同日となる場合がある。 

これまでは必要に応じて附則を定めていたが、数年ごとに必ず発生するもので

あることから、本則で対応できるよう改正する。  

(２) 第３条第１項第５号 

    小学校の夏季休業について、「教員の働き方改革の一層の推進」を図り、夏季休

業期間中の業務負担を軽減するとともに、２学期に向けた授業準備の時間を充実

することで教育活動の質の向上を図るため改正する。 

なお、中学校については「授業時数の確保」を図る観点から変更はありません。 

 (３) 第14条第１項 

    学校に置く総括教諭に主幹教諭を充てる旨記載しているが、主幹教諭について

の定義が規則中に記載されていなかった。改めて「学校教育法」の引用により定

義するために改正する。 

 

２ 新旧対照表及び改正文 

  別紙のとおり 

 

３ 施行日 

  令和８年４月１日 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 1 9 日 

定例教育委員会資料 

就学支援課就学支援係 
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   海老名市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する 

   規則 

 

 海老名市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年教委規則第１号 

）の一部を次のとおり改正する。 

 

 第３条第１項第４号中「４月６日が第２号に該当する場合は４月１日から４月７日 

」を「同日が第２号に掲げる日に当たる場合は、その直後の月曜日」に改め、同項第 

５号を次のように改める。 

 (５) 夏季休業 

  ア 小学校 ７月２１日から８月３１日まで 

  イ 中学校 ７月２１日から８月２６日まで 

 第１４条第１項中「置き、」の次に「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３ 

７条第２項（同法第４９条において準用する場合を含む。）に規定する」を加える。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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３
条
 
略
 

 
（
総
括
教
諭
）
 

第
１
４
条
 
学
校
に
総
括
教
諭
を
置
き
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
７
条
 

 
第
２
項
（
同
法
第
４
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
主
幹
教
諭
を
も
っ
 

 
て
充
て
る
。
 

第
１
条
～
第
２
条
 
略
 

 
（
休
業
日
）
 

第
３
条
 
学
校
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７
８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
 

 
(２

) 
日
曜
日
及
び
土
曜
日
 

 
(３

) 
開
校
記
念
日
 

 
(４

) 
学
年
始
休
業
 
４
月
１
日
か
ら
４
月
４
日
ま
で
。
た
だ
し
、
小
学
校
第
１
学
年
に
あ
っ
て
 

 
 
 
は
４
月
１
日
か
ら
４
月
５
日
ま
で
（
４
月
６
日
が
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
４
月
１
日
か
 

 
 
 
ら
４
月
７
日
 
ま
で
）
 

 
(５

) 
夏
季
休
業
 
７
月
２
１
日
か
ら
８
月
２
６
日
ま
で
 

  
 
 
 

 
(６

) 
冬
季
休
業
 
１
２
月
２
５
日
か
ら
翌
年
１
月
７
日
ま
で
 

 
(７

) 
学
年
末
休
業
 
３
月
２
６
日
か
ら
３
月
３
１
日
ま
で
 

 
(８

) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
海
老
名
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
 

 
 
 
う
。
）
が
指
定
し
た
日
又
は
校
長
が
特
に
休
業
を
必
要
と
認
め
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
 

 
 
 
の
承
認
を
得
た
日
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
 

 
員
会
に
届
け
出
て
、
同
項
に
規
定
す
る
休
業
日
の
期
間
の
一
部
を
授
業
日
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
 

 
き
る
。
 

３
 
第
１
項
第
８
号
の
指
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
告
示
す
る
。
 

 
第
４
条
～
第
１
３
条
 
略
 

 
（
総
括
教
諭
）
 

第
１
４
条
 
学
校
に
総
括
教
諭
を
置
き
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主
幹
教
諭
を
も
っ
 

 
て
充
て
る
。
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２
 
総
括
教
諭
は
、
児
童
生
徒
の
教
育
又
は
養
護
を
つ
か
さ
ど
り
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
次
に
掲
 

 
げ
る
職
務
を
行
う
。
 

 
(１

) 
校
長
及
び
教
頭
の
学
校
運
営
の
補
佐
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
グ
ル
ー
プ
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
教
諭
等
の
職
務
遂
行
能
力
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
括
教
諭
に
特
定
の
職
務
を
行
わ
せ
る
 

 
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
栄
養
教
諭
）
 

第
１
４
条
の
２
～
第
３
３
条
 
略
 

２
 
総
括
教
諭
は
、
児
童
生
徒
の
教
育
又
は
養
護
を
つ
か
さ
ど
り
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
次
に
掲
 

 
げ
る
職
務
を
行
う
。
 

 
(１

) 
校
長
及
び
教
頭
の
学
校
運
営
の
補
佐
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
グ
ル
ー
プ
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
教
諭
等
の
職
務
遂
行
能
力
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
括
教
諭
に
特
定
の
職
務
を
行
わ
せ
る
 

 
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
栄
養
教
諭
）
 

第
１
４
条
の
２
～
第
３
３
条
 
略
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議案第 ６ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正に伴

い、標記実施計画を策定したいため

海老名市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画

の策定について

海老名市立学校の教職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定につ

いて、議決を求める。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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議案第 ７ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正について、趣旨を決定した

いため

海老名市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正について

　海老名市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正について、議決を求める。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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海老名市学校給食費に関する条例施行規則の一部改正について 

 

 国による学校給食費の抜本的な負担軽減の実施により、小学校給食費の保護者

負担が年額2,480円に軽減され、現在の１期分の徴収額である4,950円を下回るこ

とから、徴収事務の効率化を図るために規則を改正する。 

 

１ 改正内容 

  規則第７条（学校給食費の納期）に、保護者負担の年額が一定額※を下回った 

場合、第１期に一括して徴収できる規定を追加する。 

 ※現在の１期分の徴収額である4,950円以下を想定 

 

２ 施行日 

  令和８年４月１日 

 

３ その他 

  徴収方法の特例を定めるものであり、各納期の納期限及び徴収額を変更する 

ものではありません。 

 

４ 今後の予定 

令和８年３月５日 政策会議 審議 

令和８年３月25日 最高経営会議 決定 

令和８年２月19日 

定例教育委員会資料 

就学支援課健康給食係 
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議案第 ８ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　現計画期間の満了に伴い、次期計画を策定したいため

第３期海老名市社会教育計画の策定について

　第３期海老名市社会教育計画の策定について、議決を求める。

令和８年２月１９日提出

　提案理由

-34-



 

 

 

第３期海老名市社会教育計画の策定について 

 

 

１ 趣 旨 

現在、令和２年度に策定した海老名市社会教育計画に基づき、「ひびきあう教育」の理

念のもと、社会教育関係団体の連携や地域での社会教育活動や学習機会の充実を図るこ

とにより、本市の社会教育の目標である「こどもと大人が共に育つ社会の構築」を目指

し、社会教育の推進に取り組んでいます。現計画の計画期間が令和７年度で終了するこ

とから、これまでの成果や社会情勢の変化を踏まえ、今年度の社会教育委員会議におい

て第３期海老名市社会教育計画について検討を行い、第３期計画を立案しました。 

 

２ 計画の期間 

  令和８年度から令和 12 年度までの５年間 

 

３ 計画の概要 

  基本目標は、前計画から引き続き、「こどもの活動支援をとおして、こどもとこども、

こどもと大人、大人と大人が、人と人とのつながりを広め・深め、こどもと大人が共に

育つ社会の構築」とします。 

  「目指すこどもの姿」を前計画から継続して掲げるのに加え、本計画では「目指す大

人の姿」も具体的に設定しました。 

 

４ パブリックコメントの実施結果 

  令和７年 11 月 19 日（水）から令和７年 12 月 19 日（金）まで、パブリックコメント

を実施しました。別紙のとおり、１名から１件の意見提出がありました。計画の内容に

直接かかわるご意見ではなかったため、計画には反映しておりません。 

 

５ 計画（案） 

  別冊資料３のとおり 

 

６ スケジュール 

  令和８年２月 ６日 社会教育委員会議 計画案決定 

令和８年２月 19 日 定例教育委員会  決定 

令和８年３月 ５日 政策会議     報告 

  令和８年３月 25 日 最高経営会議   報告 

 

令 和 ８年 ２ 月 1 9 日 

定例教育委員会資料 

学び支援課学び支援係 
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議案第 ９ 号

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　令和８年度における市費負担加配教員の配置校を決定したいため

市費非常勤講師の配置について

　市費非常勤講師の配置について、議決を求める。

令和８年２月１９日提出

　提案理由
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